
13 建物に係る償却資産について（不動産賃貸業など）

下記のイラストに示すような、賃貸物件に附属し入居者のために整備している事業用資産は固定資産税（償却

資産）の課税対象となるため、償却資産の申告が必要となります（ただし、「家屋」として別途課税される建物

附属設備などは除きます。）。

賃貸用共同住宅の償却資産
（囲み文字が申告対象です）

○
○
ハ
イ
ツ

ルームエアコン

門・看板

簡易物置
（基礎がなく、

かつ床面積が

概ね３坪(10㎡)
以下のもの）

自転車置場

受変電設備

屋外給排水管 屋外電気配線

側溝

外灯

ごみ置場

フェンス

塀
駐車場設備（アスファルト舗装等・カーポート）

電柱

給排水本管

防雪用フェンス

太陽光発電パネル

融雪槽

雪庇止め


